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申
請
は
随
時
受
け
付
け
、
融
資
審

査
会
を
開
催
し
、
融
資
の
早
期
あ
っ
せ

ん
を
図
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
小
口
資

金
、
特
別
小
口
無
担
保
無
保
証
人
資
金

に
つ
い
て
は
、
平
成
19
年
３
月
31
日
ま

で
に
申
し
込
み
を
す
る
と
１
年
間
利

子
補
給
を
受
け
ら
れ
ま
す
（
利
子
補
給

期
間
中
の
実
質
金
利
は
０
％
で
す
）。

申
請
窓
口
と
問
い
合
わ
せ　

商
工
振

興
課
（
☎
５
７
４
‐
６
６
５
０
）、

岡
部
産
業
振
興
課
（
☎
５
８
５

‐
４
０
９
７
）、
川
本
産
業
振
興

課
（
☎
５
８
４
‐
１
１
２
５
）、

花
園
産
業
振
興
課
（
☎
５
８
４
‐

１
１
２
５
）
へ

ペ
ッ
ト
と
し
て
鶏
を

ペ
ッ
ト
と
し
て
鶏
を

飼
養
し
て
い
る
皆
さ
ん
へ

飼
養
し
て
い
る
皆
さ
ん
へ

高
病
原
性
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の

発
生
を
防
止
す
る
た
め
、
今
後
も
徹

底
的
な
予
防
対
策
が
必
要
で
す
。
主

に
次
の
こ
と
に
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

①
定
期
的
な
鶏
舎
の
消
毒

②
防
鳥
ネ
ッ
ト
の
設
置

③
鶏
に
接
触
す
る
人
の
制
限

④
手
洗
い
・
う
が
い
の
励
行

⑤
専
用
の
作
業
服
・
長
靴
の
使
用

飼
っ
て
い
る
鶏
は
よ
く
観
察
し
、

異
常
を
発
見
し
た
場
合
は
、
速
や
か

に
連
絡
を
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、

動
物
愛
護
の
観
点
に
立
ち
、
飼
っ
て

い
る
愛
玩
鶏
な
ど
を
捨
て
た
り
、
処

分
し
た
り
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、

冷
静
に
対
処
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ　

深
谷
市
高
病
原
性
鳥

7

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
対
策
本
部
（
事

務
局 

農
業
振
興
課
・
☎
５
７
４

‐
６
６
４
８
）
へ

老
齢
基
礎
年
金
を

老
齢
基
礎
年
金
を

受
け
る
た
め
に
は

受
け
る
た
め
に
は

①
最
低
25
年
以
上
、
保
険
料
納
付
期

間
が
必
要
で
す

〇
国
民
年
金
保
険
料
を
納
め
た
期
間

〇
国
民
年
金
保
険
料
の
全
額
免
除
や

半
額
免
除
（
半
額
納
め
な
い
と
未

納
期
間
と
な
り
ま
す
）、
学
生
納

付
特
例
期
間

〇
第
３
号
被
保
険
者
期
間

〇
厚
生
年
金
・
共
済
組
合
の
加
入
期
間

〇
任
意
加
入
で
き
る
人
が
し
な
か
っ

た
期
間
（
カ
ラ
期
間
）

こ
れ
ら
を
合
わ
せ
て
、
25
年
以
上

必
要
で
す
。

②
原
則
と
し
て
65
歳
か
ら
受
け
ら
れ

ま
す

●
繰
り
上
げ
請
求
…
希
望
す
れ
ば
60

歳
か
ら
で
も
減
額
さ
れ
た
年
金
を

受
け
ら
れ
る

●
繰
り
下
げ
請
求
…
希
望
す
れ
ば
66

歳
以
降
に
遅
ら
せ
て
増
額
し
た
年

金
を
受
け
ら
れ
る

※
一
度
決
ま
っ
た
支
給
率
は
、
一
生
変

わ
ら
な
い
の
で
注
意
が
必
要
で
す

③ 

年
金
額
は
、
加
入
可
能
年
数
（
40

年
間
）
を
納
め
る
と
、
79
万
2
，

1
０
０
円
（
平
成
18
年
度
額
）

泫
加
入
可
能
年
数
は
、
昭
和
16
年
４

月
１
日
以
前
生
ま
れ
の
か
た
は
生

年
月
日
に
応
じ
て
25
年
か
ら
39
年

と
な
り
ま
す

◎
付
加
保
険
料
を
納
め
た
人
に
は
、

老
齢
基
礎
年
金
に
次
の
額
が
加
算

さ
れ
ま
す
。

付
加
年
金
額
＝
２
０
０
円
×
付
加

保
険
料
を
納
め
た
月
数

④ 

老
齢
年
金
の
手
続
き
は
？

●
国
民
年
金
第
１
号
被
保
険
者
期
間
の

み
の
か
た
←
市
の
国
民
年
金
係
へ

●
そ
の
他
の
か
た
（
厚
生
年
金
第
３

号
被
保
険
者
期
間
の
あ
る
か
た
）

←
熊
谷
社
会
保
険
事
務
所
へ

問
い
合
わ
せ　

熊
谷
社
会
保
険
事
務

所
（
☎
５
２
２
‐
５
２
１
１
・
代

表
）、
保
険
年
金
課
（
☎
５
７
４

‐
６
６
４
１
）、
岡
部
市
民
環
境

課
（
☎
５
８
５
‐
２
２
１
３
）、

川
本
市
民
環
境
課
（
☎
５
８
３
‐

２
７
８
３
）、
花
園
市
民
環
境
課

（
☎
５
８
４
‐
１
１
２
２
）
へ

埼
玉
県
内
の
交
通
死
亡
事
故
の
発

生
状
況
は
、
今
年
に
入
り
や
や
減

少
し
て
い
ま
す
が
、
人
身
事
故
件
数

は
昨
年
と
ほ
ぼ
同
様
に
推
移
し
て
お

り
、
特
に
深
谷
市
を
含
め
た
県
の
北

部
地
域
で
交
通
死
亡
事
故
発
生
率
が

高
く
な
っ
て
い
ま
す
。

そ
こ
で
、
高
齢
者
の
事
故
を
防
止

す
る
た
め
、
実
践
型
の
講
習
会
を
開

催
し
ま
す
。
あ
な
た
は
安
全
運
転
に

心
掛
け
て
い
ま
す
か
？
ぜ
ひ
参
加
し

て
自
分
の
技
術
を
確
認
し
て
み
て
く

だ
さ
い
。

高
齢
者
交
通
安
全

実
践
講
習
会

と
き 

9
月
11
日
㈪
、
25
日
㈪
、
10

月
16
日
㈪
、
23
日
㈪
午
前
9
時

30
分
〜

と
こ
ろ　

深
谷
自
動
車
教
習
所

対
象　

60
歳
以
上
の
か
た

内
容　

自
動
車
コ
ー
ス
（
実
技
指

導
・
講
義
）

申
し
込
み　

生
活
道
路
パ
ト
ロ
ー
ル

課
（
☎
５
７
４
‐
８
８
６
１
）
へ

中
小
企
業
者
向
け
制
度
融
資
が

中
小
企
業
者
向
け
制
度
融
資
が

利
用
し
や
す
く
な
り
ま
し
た

利
用
し
や
す
く
な
り
ま
し
た

７
月
か
ら
融
資
あ
っ
せ
ん
の
条

件
を
緩
和
し
、
経
営
者
に
健
康
上
の

問
題
が
あ
る
場
合
な
ど
特
別
な
事
情

を
除
い
て
、
市
制
度
融
資
に
係
る
連

帯
保
証
人
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し

て
第
三
者
保
証
人
を
不
要
と
し
ま
し

た
。
市
内
の
中
小
企
業
者
で
、
事
業

資
金
を
必
要
と
さ
れ
る
か
た
は
、
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

交
通
遺
児
等
援
護
一
時
金

交
通
遺
児
等
援
護
一
時
金

県
交
通
安
全
対
策
協
議
会
で
は
、

県
民
の
か
た
を
対
象
に
、
援
護
一
時

金
を
給
付
し
て
い
ま
す
。

給
付
対
象
者　

平
成
17
年
４
月
１
日

以
降
、
交
通
遺
児
等
と
な
っ
た
県
内

在
住
の
18
歳
以
下
の
か
た
（
交
通
遺

児
等
と
は
、
18
歳
以
下
の
か
た
で
保

護
者
の
一
方
ま
た
は
双
方
が
、
交
通

事
故
に
よ
り
死
亡
ま
た
は
重
い
障

害
を
生
じ
た
か
た
を
い
い
ま
す
）

給
付
額　

対
象
者
１
人
に
つ
き
５
万

円
（
１
事
故
に
つ
き
１
回
の
み
）

給
付
時
期　

10
月
末
日
ま
た
は
平
成

19
年
４
月
末
日

申
請
書
類　

児
童
課
、
学
校
な
ど
で

配
布
し
ま
す

提
出
期
限　

10
月
末
支
給
分
は
８
月

末
日
ま
で
、
平
成
19
年
４
月
末
支

給
分
は
平
成
19
年
２
月
末
日
ま
で

提
出
先　

み
ず
ほ
信
託
銀
行
浦
和

支
店
（
〒
３
３
０
‐
０
０
６
３
・

さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
２
‐

６
‐
18
・
☎
０
４
８
‐
８
２
２
‐

０
１
９
１
）
に
郵
送
ま
た
は
直
接

提
出
し
て
く
だ
さ
い

問
い
合
わ
せ　

県
総
務
部
交
通
安

全
課
（
☎
０
４
８
‐
８
３
０
‐

２
９
５
８
）
へ

※住所、氏名、年齢、回答希望の有無、ホームページ掲
載の可・不可を明記の上、ご意見をお寄せください
■問い合わせ　秘書室広聴係（☎ 574 － 6631）へ

手紙 〠366-8501 深谷市仲町11-1 深谷市長あて
 574-1300
 https://www.city.fukaya.saitama.jp/hisyositu/form.html

市
民
の
皆
さ
ん

市　
　
　
　

長

担
当
課
所

調査・検討

調査書

指示 意見・提言

回答など
（郵送・
Ｅメール）

秘

書

室

（
市
長
へ
の
手
紙

　
　
　
　
　

担
当
）

　市長への手紙にお寄せいただいたご意見やご提言
は、このような手順で調査や検討をしています。

　　制度融資一覧表
制度融資名 融資限度額 融資利率 融資期間 信用保証料

小口資金 1,250 万円 1.65%※ 運転資金 6 年
設備資金 8 年

0.50 ～
1.76％

特別小口無担保
無保証人資金 1,250 万円 1.65%※ 運転資金 6 年

設備資金 8 年 0.80%

中小企業近代化
経営資金 2,000 万円 1.50%※ 運転資金 10年

設備資金 12年
0.50 ～
1.76％

中小企業
緊急運転資金 300万円 1.375%※ 運転資金 1年 0.50 ～

1.76％
※利率は平成 18年 7月 1日現在のものです。今後、改定される場合もあります
※各制度とも埼玉県信用保証協会の保証を付すことが条件となります


